
○近江八幡市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱 

平成２２年３月２１日 

告示第２６２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号。以下「法」

という。）に基づく退職金共済制度及び所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号。

以下「政令」という。）第７３条に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済

に関する制度への加入の促進を図るため、その掛金の一部を補助し、もって中小企

業の振興と従業員の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 中小企業退職金共済契約 法第２条第３項及び第５項に規定する契約をい

う。 

（２） 特定退職金共済契約 政令第７３条第１項第１号に規定する契約をいう。 

（３） 被共済者 法第２条第７項に規定する者及び政令第７３条第１項第２号及

び第３号に規定する者をいう。 

（４） 規則 近江八幡市補助金交付規則（平成２２年近江八幡市規則第５５号）

をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する中小企業

者とする。 

（１） 近江八幡市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいる者であること。 

（２） 常時雇用する従業員の数が２０人未満である事業所の事業主であること。 

（３） 平成２２年３月２１日以後において、従業員を被共済者とする共済契約を

初めて締結し、かつ、対象契約に係る掛金を納付する者であること。 

（補助金の交付基準） 

第４条 補助金は、中小企業者が新たに中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済



契約を締結し、当該契約が効力を生じた日の属する月から１２月間契約期間内に掛

金を納付した事業主に対し、被共済者ごとに月額４,０００円の掛金を限度として２

年間その掛金の１２分の１に相当する額以内で、予算の範囲内で交付する。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、１月から１２月までの期間の掛金に係

る補助金について、翌年の１月末日までに規則に定める補助金交付申請書に中小企

業退職金共済手帳又は特定退職金共済制度被共済者証を添えて市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 前項の交付申請をもって、実績報告を行ったものとみなす。 

（補助金の交付） 

第６条 規則第７条に定める通知後、規則第１３条に定める請求に基づき補助金を交

付する。 

（変更届） 

第７条 第５条の申請をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく

市長に届け出なければならない。 

（１） 共済契約者の変更があったとき。 

（２） 事業を廃止し、又は休止したとき。 

（補助金の取消し及び返還） 

第８条 補助金の交付決定を受け、又は既に補助金の交付を受けた事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取消し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（１） いつわりその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 第７条の届け出を怠ったとき。 

（３） 法第８条第２項及び第３項並びに政令の規定により契約が解除となったと

き。 

（４） 市税を滞納したとき。 

（５） その他市長が不適当と認めたとき。 

（雑則） 



第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、

別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年３月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市小規模企業退職金共済掛

金補助金交付要綱（昭和４９年近江八幡市告示第１２号。以下「合併前の要綱」と

いう。）の規定に定める補助金等の交付に係る要件を満たした者に対する補助金の

交付等については、なお従前の例による。 

３ この要綱は、平成２２年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成２１年

度の申請に係る補助金については、なお合併前の要綱の例による。 

 


